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非開示理由等 所管局部課等

1 R2.7.21 R2.8.4

西武新宿線(中井駅～野方駅間)連続立
体交差事業における鉄道立体交差化の
施工形式別・案別総合比較表及びその
比較表に記載の各案の平面図と縦断図

17 1
建設局　道路建設部
鉄道関連事業課

2 R2.7.27 R2.8.7

・隅田川(千住大川端地区)築堤に伴う
準備工事
・旧江戸川(東葛西九丁目地区)築堤に
伴う準備工事

設計書類一式

1 1
建設局　東京都
江東治水事務所
高潮工事課

3 R2.7.27 R2.8.7

隅田川(千住大川端地区)築堤に伴う準
備工事

設計書類一式

1 1
建設局　東京都
江東治水事務所
高潮工事課

4 R2.7.29 R2.8.12

道路予備設計(外環の２石神井台)
交通量調査委託(外環の２石神井台)

報告書

1115 1
建設局
三環状道路整備推進部
整備推進課

5 R2.7.29 R2.8.12

①新河岸川防潮堤耐震補強工事
②隅田川(隅田川大橋下流)左岸防潮堤
耐震補強工事(その１)

・高圧噴射攪拌に関して、単価の算定
過程がわかる資料
・見積徴収して決定した単価の決定根
拠資料 1 1 1 1

（第７条第３号）
見積業者の経営上の情報であり、これらを開示した場合には他の
業者に経営上の情報が知られることとなり、当該業者の競争上及
び事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
（第７条第６号）
・今後当局が行う同種の見積において、見積業者の思惑により見
積価格の高止まりを招くなど、今後の適切な単価設定に支障が生
じるおそれがあるため。
・見積業者から提供があった事実について、公にすることにより
その信頼を不当に損ない、今後の情報提供が躊躇され、業務にお
ける必要な協力が得られなくなるなど、当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

建設局　河川部
改修課

決定区分 （根拠規定）条例７条



令和２年度　公文書開示（8月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

否
応
答
拒

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

6 R2.7.30 R2.8.12

平成30年8月16日に東京高等裁判所判決
が出た東京都が被告であった道路改修
工事に伴う擁壁設置工事の解除に伴う
損害賠償等請求事件及び平成30年2月16
日東京地方裁判所判決が出た東京都が
被告であった通路改修工事に伴う擁壁
設置工事の解除に伴う損害賠償等請求
事件の訴訟資料

1 1 1 1 1

（第７条第２号）
・訴訟記録は何人も閲覧請求をすることができるため(民事訴訟
法第91条)、事件番号を知ることにより当該事件の訴訟記録を閲
覧することが可能となり、その結果、当該訴訟記録に記載された
個人の氏名等を知ることができるから、事件番号は、他の情報と
照合することにより特定の個人を識別することができるものに該
当するため。
・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るものに該当し、かつ、同号ただし書イからハまでのいずれにも
該当しないため。
（第７条第３号）
法人に関する情報であって、特定の法人を識別することができる
ものに該当し、当該情報を公にすることにより、当該法人の競争
上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認め
られるため。
（第７条第４号）
印影は、公にすることにより偽造等による犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。

建設局　道路建設部
道路橋梁課

7 R2.8.6 R2.8.12

測量調査(31街-立川3・3・30)その１
地形図　1/6、2/6、3/6、4/6、5/6、
6/6

測量調査(31街-立川3・3・30)その２
地形図　1/4、2/4、3/4、4/4

1 1
建設局　東京都
北多摩北部建設事務所
工事第一課

8 R2.6.15 R2.8.13

・道路橋梁整備調整会議(第19、20、21
回)の議事録
・道路橋梁整備調整会議(第19、20、21
回)資料

1 1 1 1

（第７条第５号）
他の地方公共団体との協議、検討中の事項であり、現時点で公に
することにより、混乱が生じる可能性がある。また外部からの干
渉、意見等により行政の内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げ
られ意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
（第７条第６号）
都及び他の地方公共団体が共同で行う事務又は事業に関する情報
であり、現時点で公にすることにより関係団体及び地元住民等と
の合意形成に支障を及ぼし、事業の適正な遂行に影響を及ぼすお
それがあるため。

建設局　道路建設部
計画課

9 R2.6.15 R2.8.13

・道路概略設計(29五-補143)
・道路概略検討その２(30五-補143)
・旧江戸川横断橋梁(仮称)予備検討
・補助第144号線概略設計
・補助第144号線渡河部橋梁予備検討

1 1

（第７条第６号）
都及び他の地方公共団体が共同で行う事務又は事業に関する情報
であり、現時点で公にすることにより関係団体及び地元住民等と
の合意形成に支障を及ぼし、事業の適正な遂行に影響を及ぼすお
それがあるため。

建設局　東京都
第五建設事務所
工事課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

10 R2.6.15 R2.8.14

平成30年11月16日知事の大阪出張に係
る領収書(ハイヤー代)

1 1 1

(第７条第２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
(第７条第４号）
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすお
それがあるため。

建設局　公園緑地部
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R2.8.4 R2.8.17

高井戸公園北地区西側園地整備工事(そ
の２)
舎人公園陸上競技場照明設備工事(その
２)
夢の島公園園地改修工事(その３)
東白髭公園防災公園整備工事

設計書類一式

1 1
建設局　公園緑地部
公園建設課

12 R2.7.29 R2.8.19

・地形図等作成委託(28四-補156南大泉
外１箇所)
・地形図等作成委託(29四-外環の２石
神井台外１箇所)
・交通量調査委託(30四-１)
・都市計画道路の説明会における託児
サービス委託
・事業等説明会会場設営委託
・交通量調査委託(31四-補156南大泉)

成果品

1 1
建設局　東京都
第四建設事務所
工事第一課

13 R2.8.11 R2.8.19

・平成29年１月30日付28五建管第535号
「許可申請書(更新)」(うち平面図及び
求積図は葛飾区東金町六丁目周辺に限
る。)
・平成29年５月15日付28江占許第541号
「許可書」

21 1
建設局　東京都
第五建設事務所
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

14 R2.7.15 R2.8.20

(1)平成30年８月15日付打ち合わせメモ
(横網)
(2)平成30年８月30日付打ち合わせメモ
(横網)
(3)令和元年８月23日付打ち合わせメモ
(横網)
(4)令和元年12月24日付打ち合わせ議事
概要及び配布資料
(5)令和元年12月24日付質問書
(6)令和２年１月14日付回答書
(7)令和２年１月14日付打ち合わせ議事
概要
(8)令和２年２月21日付打ち合わせ議事
概要
(9)令和２年２月21日付質問書
(10)令和２年３月６日付回答書
(11)令和２年３月16日付打ち合わせ議
事概要
(12)令和２年３月16日付質問書
(13)令和２年３月25日付回答書
(14)令和２年６月11日付打ち合わせ議
事概要
(15)令和２年７月10日付打ち合わせ議
事概要

1 1 1 1 1 1

（第７条第２号）
打ち合わせメモ、議事概要、質問書及び回答書のうち非開示とし
た氏名・所属については、個人を識別できる情報であるため。
（第７条第３号）
法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が
損なわれると認められるため。
（第７条第４号）
印影は偽造等の犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
（第７条第６号）
・議事概要、質問書、回答書及び電話対応メモについては、許可
申請に係る事前調整にあたるものであり、公にすることにより、
許認可手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
・打ち合わせメモについては、集会開催に当たっての具体的な調
整事項にあたるものであり、公にすることにより、今後率直な意
見交換が行えなくなる等、適正な公園管理に支障を及ぼすおそれ
があるため。

建設局　公園緑地部
公園課

15 R2.7.15 R2.8.21

・平成28年８月16日付公園占用許可申
請書　一式
・平成28年10月24日付公園占用許可申
請書　一式
・平成29年８月22日付公園占用許可申
請書　一式
・平成31年２月13日付公園占用許可申
請書　一式

1 1 1 1

（第７条第２号）
氏名、電話番号等は特定の個人を識別できる情報であるため。
（第７条第４号）
印影については、偽造されるなど犯罪に使用されるおそれがある
ため。

建設局　東京都
東部公園緑地事務所
管理課

16 R2.8.8 R2.8.21

令和２年８月６日付２建公公第303号
「横網町公園において９月１日に集会
を開催する場合の占用許可条件の運用
について」

1 1
建設局　公園緑地部
公園課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

17 R2.8.8 R2.8.21

知事説明資料(令和２年７月27日)

1 1 1

（第７条第３号）
法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が
損なわれると認められるため。
（第７条第６号）
・知事説明資料のうち、各団体の動向と公園占用許可申請の取扱
いについては、許可申請に係る事前調整状況を取りまとめたもの
であり、公にすることにより、許認可手続の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。
・知事説明資料のうち、当日の対策については、公にすることに
より、安全な公園の管理業務に支障を及ぼすおそれがあるため。

建設局　公園緑地部
公園課

18 R2.8.12 R2.8.24

昭和48年９月20日付48北公管第463号
「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑の寄
付受領について」

29 1 1
（第７条第４号）
印影については、偽造されるなど犯罪に使用されるおそれがある
ため。

建設局　東京都
東部公園緑地事務所
管理課

19 R2.8.24 R2.8.25

令和２年度予算における骨格幹線道路
の事業化前の調査費等の内訳
(国立3・3・15他１) 1 1

建設局　総務部
企画計理課

20 R2.8.17 R2.8.26

隅田川(両国地区)被覆修景工事
第二回設計変更

設計書類一式

1 1
建設局　河川部
改修課

21 R2.8.21 R2.8.26

新中川(奥戸新橋上下流)右岸高水敷整
備工事
第１回設計変更

設計書類一式

1 1
建設局　河川部
改修課


